
 

－1－ 

第１１回西成特区構想有識者座談会 議事録 

 

日 時 平成２４年９月３日（月）午後６時００分～午後８時１２分 

場 所 西成区役所 ４階会議室 

 

○事務局 お待たせいたしました。ただいまから第11回の西成特区構想有識者座談会を

始めてまいりたいと思います。 

 それでは、鈴木先生から、今日ご出席の皆様方の紹介と議論を始めていただきたいと

思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

○鈴木座長 ありがとうございます。 

 それでは、第11回の西成特区構想有識者座談会を始めたいと思います。 

 本日のテーマは、環境問題、衛生問題、治安問題ということで３つのテーマを議論さ

せていただきますけれども、具体的には覚せい剤とかいろいろな犯罪の問題、治安の問

題についてまず議論をいたします。その次に、ごみの不法投棄を初めとする環境衛生問

題、立ち小便という言葉はちょっと正式ではないかもしれませんけれども、そういう問

題も含めまして、環境衛生の問題を次に２番目として議論をしていきたいと思います。

そして最後に、特にあいりん地域あるいは西成公園もありますけれども、テントや小屋

かけの中でまだお住まいの野宿をされている方々について、その方々にどうご希望を伺

って、そして安定した生活に移っていただけるかどうか、そして、公園の問題としても

重要な問題でございます。これは、特に通学路の確保ということでいろいろご議論もい

ただいておるところでございますけれども、公園の中にいる方にとっても周りの住民に

とっても、そして通学路をお使いになる方々にとっても、公園機能をどうするか、ある

いは中にいる方の生活をどう安定させるかというのは重要な課題ですので、そのいろん

な問題を解決する平和的な方法はあるかどうか、どうやったらいいかとかいうことにつ

いて議論を進めていきたいというふうに思います。 

 まず、毎回言っていることですが、この有識者座談会は有識者の中で議論をするとい

うことでございますので、一般の傍聴の方々もお越しいただきまして大変ありがたいと

ころでございますけれども、ご発言の機会はございませんので、ぜひご了承いただけれ

ばというふうに思っております。 
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 それでは、本日もたくさんのゲストの方々に来ていただいておりますので、ご紹介を

させていただきたいと思います。 

 私の左から、生田先生でございます。どうぞよろしくお願いします。簡単に自己紹介

をしていただいてもよろしいですか。マイクがそこにございますので。 

○生田さん 生田といいます。主に野宿者ネットワークという団体で野宿者の支援活動

をしています。よろしくお願いします。 

○鈴木座長 はい、ありがとうございます。 

 それでは、荘保さんですね、一度来ていただいておりますけれども、簡単にご紹介を

お願いします。 

○荘保さん あいりん地域というか萩之茶屋にあります子どもの家事業をやっています。

こどもの里の館長をしております荘保といいます。今日は公園の問題で参加させていた

だきました。 

○鈴木座長 はい、ありがとうございます。 

 それでは西口さん。西口さんも一度お越しいただいておりますけれども、簡単に自己

紹介をお願いします。 

○西口さん サポーティブハウスおはなの西口です。今日は簡易宿所の組合として参加

してくれと声がかかりまして、実は私、今日そちらに座ろうかなと思っていたんですが、

こっちに座りなさいと。今日は突然こちらに呼ばれましがよろしくお願いします。 

○鈴木座長 はい、ありがとうございます。 

 西口さんは、町内会長、簡宿のオーナーあるいはサポーティブハウスのオーナーと、

いろいろなお顔をお持ちでいらっしゃいますし、まちづくりの中心メンバーのお一人で

ございますけれども、今日は、町内会長というよりはサポーティブハウスのオーナーあ

るいは簡宿のオーナーとして、まちづくりの専門家としてご意見を頂戴するために参加

いただいております。 

 それでは、田中さん、よろしくお願いします。 

○田中さん 萩之茶屋の社会福祉協議会会長をしております田中でございます。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

○鈴木座長 どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、角田さん、どうぞよろしくお願いします。 

○角田さん 失礼します。萩之茶屋の振興町会の会長をしております角田でございます。
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よろしくお願いします。 

○鈴木座長 どうぞよろしくお願いします。 

 それから、有識者の方で、今日はちょっと寂しいわけでございますけれども、この後、

副座長の水内先生が19時からいらっしゃいますが、私の右手から、原委員です。よろし

くお願いします。それから織田委員です。よろしくお願いします。釜ヶ崎のまち再生フ

ォーラムの代表理事の織田さんということでございます。それからありむら委員。どう

ぞよろしくお願いします。私が座長の鈴木でございます。 

 それでは早速、まず最初のテーマでございます西成区の治安問題についてということ

で、私の方から簡単にプレゼンテーションをさせていただきまして、その後、議論に移

っていきたいというふうに思います。 

 まず、これは西成警察の方に私、取材をさせていただきまして、お手元に資料がござ

いますので適宜ごらんになりながら見ていただきたいと思うんですけれども、今日は西

成署に私が取材させていただいたものをもとにしてご報告をいたします。 

 まず、西成区の治安の問題をこれから議論していくわけですけれども、まず最初に鳥

瞰図というか、割と大きな目から見て、西成区というのは本当に犯罪が多い地域なのか

どうかということをデータをもとに確認していきたいと思います。決して西成区に全然

問題がないとかそういうことを言いたいわけではなくて、西成といえば、マスコミでは

犯罪といえば西成というか、非常に風評被害の大きいところでございますけれども、冷

静に犯罪のデータを見まして、本当に犯罪が多いのかどうかということをまず見たいと

思っております。 

 ちょっと字が小さくて恐縮なんですけれども、これは何かと申しますと大阪市内の各

区、24区の犯罪件数を見たものでございまして、もちろん区によって人口が違いますの

で、人口1,000人当たりの件数に直して数字を見たものでございます。ちょっと字が小

さくて恐縮でございますけれども、平成21年から22年、23年、そして24年は７月末ま

でということでございますけれども、データを取っております。ベージュになっている

ものが西成区でございますけれども、意外というのもちょっと変ですけれども、別に西

成区は24区で突出して犯罪が高いというわけではないというのがまず見ていただきたい

点でございます。これは全刑法犯罪ですから、軽犯罪も含めてすべての犯罪の件数を取

ったものでございますけれども、西成区は21年に６位でございますね。人口1,000人当

たり29.5件、全部の犯罪を含めて29.5件あったということでございますけれども、そ
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れが22年も６位、23年も６位、今のところ24年は８位ということでございます。 

 そして見ていただきたいのは、年を追うごとに犯罪件数自体はむしろ減っているとい

うことでございまして、29.5件が28.7件になり25.7件、微妙な差ではございますけれ

ども、そして、今年の分は４カ月しかないので比較はできませんけれども、決して西成

区が突出して犯罪が多いという地域ではないということをまず確認しておきたいという

ふうに思います。 

 そして、街頭犯罪でございます。これは、車上荒らしとか侵入犯とかそういう街頭犯

罪と言われるものですけれども、これも決して西成区は他区に比べて突出して高いとか

１番だとか、そういうことではないんですね。西成区は、平成21年は９位、22年は７

位、23年は８位、24年は10位ということでございまして、件数もだんだんと減ってき

ているということでございまして、例えば、上でいいますと中央区とか浪速区とか北区

とか、そういう区に比べて街頭犯罪においても決して高いとは言えないということでご

ざいますので、西成のイメージが何か犯罪ナンバーワンみたいなことにマスコミが受け

取っているとしたら、それは誤解であるということをまず申し上げたいというふうに思

います。 

 今度は犯罪の内訳でございます。これも、非常に小さな字で恐縮でございますけれど

も、ひったくり、路上強盗、オートバイ盗といいますか、車上ねらい、部品ねらい、自

動車の盗みですね。そして自転車の盗み、自販機ねらい、こういうのがございますけれ

ども、別に突出してみんな高いというわけではないということで、高いのは路上強盗で

すね。ただ、件数自体は全然、路上強盗というのはめったにない犯罪ですので低いわけ

ですけれども、西成区で高いというのは路上強盗と車上ねらいぐらいでありまして、ほ

かは突出して特に高いというわけではないということでございます。オートバイとかは

低いんですね。むしろ部品ねらいとかそういうものは低いということでございます。 

 そして、各犯罪も年を追うごとに件数自体は尐なくなっていると。どんどん増えてい

るような印象がございますけれども、そうではないということで、ちょっと字が細かく

て恐縮で、これは資料として見ていただきたいんですけれども、下の方を見ていただく

と、人口1,000人当たりの件数というのもほとんどのもので減ってきているということ

が言えようかと思います。 

 次に、どこで犯罪が起きているのかということで、これも後の方で議論になるかもし

れませんので資料を提供しております。これは、警察の方のＧＩＳのデータで、犯罪マ
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ップとして一般に公開しているものでございます。それを犯罪ごとに取っているという

ことでございますけれども、この点線が西成区でございます。どこでひったくりがあっ

たかというと、これは今年７月末までのデータでございますけれども、南の方で２件あ

ります。北の方で１件ありますけれども、浪速区側の多さに比べるとそんなに多いとは

言えない、あるいは阿倍野区側に比べると多いとは言えない、こういうような状況です。 

 今年はちょっと数が尐ないので去年というのを見ておりますけれども、去年にいたし

ましても、ここはすごく多いですね。西成区としては南の方で尐し、玉出とかこの辺が

ありますけれども、あるいは西成区役所の周りもありますね。ですけれども、こんなも

のであると、このあたりで発生しているということでございます。 

 路上強盗です。路上強盗はそんなに件数は多くないんですが、西成区内で申しますと

津守と区役所の周辺のところで１件ずつ起きていると。去年はどうかと申しますと、去

年としてもそんなに多くはないですね。去年もこの辺りです、こことここ。西成区内で

いうとここだけですね。ということでございます。 

 今度は子ども被害情報ということでございますけれども、これは今年のものでござい

ますけれども、こんな状況でございます。昨年はこういう状況ということでございます。 

 そして侵入犯。侵入犯は多いですね。もうまちじゅうという感じではありますけれど

も、これは今年です。特にどこが多いという傾向も大きくは見てはとれませんが、これ

は去年です。去年もまちじゅうでということでございます。 

 そして、自動車の盗難でございますけれども、これも南の方がやや多いということで

しょうか。去年ですね。こういうような状況でございます。 

 そして、車上ねらいです。車上ねらいは分布になっているんです。件数が色になって

いるということでございまして、このあたりが発生している地域だということですね。

これが昨年ですけれども、こんな感じでございまして、ちょっと色の濃い地域としては

区役所の周りと玉出のあたりということで、でも浪速区の濃さに比べたら随分薄いとい

うことがわかるわけでございます。 

 次に、街頭犯罪の中には覚せい剤などの重い罪は入っていないわけでございますけれ

ども、覚せい剤の問題はどうなっているかということでございます。 

 検挙総数、これは24年７月末のものでございますけれども、これは警察にご提供いた

だいたものを私が加工したものでございます。府下で1,311件検挙人数があるわけです

けれども、そのうちの247件があいりん地域であると。覚せい剤の所持、譲渡について
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も638件のうち238件ということで、検挙人数の約２割、覚せい剤所持・譲渡の４割ぐ

らいがあいりん地域にあるということでございます。覚せい剤、大麻ということでござ

いまして、610グラム、12.91グラムということでございますけれども、末端価格で申

しますと2,000万から3,000万ぐらいになるんじゃないかというお話でございました。 

 覚せい剤の検挙の人数でございますけれども、警察に対しては割と厳しいご意見のま

ちの方々が多いわけでございますけれども、成果自体は特に平成21年ぐらいからは大き

な成果が見られておりまして、ちょっと数字のベースは違うんですけれども、これ、ど

う見るかと申しますと、まず色の濃い方が実数、実検挙人数でございまして、ただ、月

がちょっと違うんですね。これ平成20年８月から12月、新しい署長になられてからと

いうことなので、そういうベースの数字でございます。 

 そして、平成24年も７月末までの数字でございますので、１年のベースではないんで

すが、薄い灰色の方は１年のベースに直した場合どうかということでございまして、平

成20年はトータルのベースで年率のベースでいうと173人ぐらいだったものが、21年か

ら大分検挙の人数自体は多くなっているということでございまして、今年は247人でご

ざいますので、これ、年率のベースに直せるかどうかは別としまして、仮にした場合に

は423人ということですので、ここまでいくかどうかわかりませんけれども、検挙自体

は実績を上げているということでございます。 

 検挙者の内訳でございますけれども、密売人と客がおります。あいりん地域で、女性

は余り多くないんですけれども、18人、229人という数で合計が247人でございます。

やはり街頭犯罪の犯歴者、前科があるということですけれども、その割合はやはり高い

ということでございまして、犯歴率というんでしょうか、33.3％、大体３割ぐらい客

も密売人も再犯、そして街頭犯罪の犯歴者なんですけれども、覚せい剤に関してだけの

再犯者という意味ではもっと高いということで、４割とか５割という数字でございまし

て、かなり高い。 

 そして、私が非常に衝撃的だったのは、生活保護の受給者というのも割合がかなり高

いということでございまして、あいりん地域の密売人のうち生活保護受給者が 16.7％、

客の場合ですと37.6％ということで、生活保護受給者が犯罪に巻き込まれているのか

どうかわかりませんが、検挙されている割合が高いということでございます。 

 これからいろいろどうしていくかということについて議論をさせていただきたいと思

うんですが、論点としまして、西成警察と区民の隔たりと申しますか、距離の長さとい
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うのはちょっと他区では見られないぐらいの大きな差があるというか距離があると。そ

してお互い批判的な面があるというふうに思いますけれども、そういう状況を続けてい

る限りはまちの問題に警察が参加してきたり、あるいは一緒に物事を考えるということ

がだんだん難しくなってきている状況でございますので、どういう形で警察と区民が協

働で関係を築いて動けるかというようなことがまず一つ論点になろうかと思います。 

 そしてもう一つ、通学路の話はまた後でもやりますけれども、小中一貫校の統合のた

めの通学路の確保とか、あるいは屋台村構想、観光、アートとか不法投棄対策とか、そ

ういう個別のトピックスについて警察にご協力いただいて、あるいはまちの方が積極的

に協力して、双方が同じ問題を考えられるというような受け皿を考えていくと、そうい

う方向が、私は、いきなり全部西成警察とタイアップしてまちづくりをやるというより

は個別のトピックスから入っていくような、そういう話もあり得るのかなというふうに

考えております。 

 そして、警察の方にいろいろ話を聞いてきたんですけれども、そういうまちの住民な

んかが参加してできるようなことについて、いろいろ意見交換もさせていただいており

ますけれども、警察の方からぜひこういうことがまちの中であったらいいなというふう

にご提案があったものを、一つご紹介しておきたいのが防犯カメラの設置についてです。

これは住民の方も非常に抵抗があるわけでございますけれども、ただ、犯罪を特定する

ためには非常に有効な武器であって、しかも、今あるようなごみの不法投棄の対策をす

るような解像度の低いものじゃなくて、もっと解像度の高いものにするということにす

ると、非常に警察としても犯罪の防止あるいは犯罪の検挙に役立つというような話がご

ざいました。 

 ただ、これは別に警察が持っている必要は全くなくて、西宮と言ったか寝屋川だった

かちょっと忘れましたけれども、モデルケースとして小・中学校で住民が管理するよう

な防犯カメラの方式があるそうで、そういうものがあると非常に警察としても助かると

いうようなことを言っておられましたので、ご紹介したいと思います。 

 それから、これは市の方の西成特区のアイデア集にもございますけれども、ＬＥＤの

街灯によってまち全体を明るくするというようなことが犯罪の防止に役に立つのではな

いかということも尐し議論させていただきたいと思っておりまして、これも警察にお話

をしたところ、それは署長個人としては非常に歓迎したいという話でございました。 

 それから、生活保護の問題です。生活保護の方々が、巻き込まれているか主体的かわ
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かりませんけれども、一定数あるということでございまして、これも、警察だけのもの

というよりは行政で何かできる余地があるんではないかということでございます。もっ

と生活保護受給者を孤立させないで、これは何回か前の回の議論でもありましたけれど

も、もっと支援のネットワークを積極的に張って、彼らの居場所づくりとか人と接する

ような場をつくることによって犯罪に巻き込まれない、あるいは犯罪に加担しないとい

うようなことが考えられるんじゃないかと、そういう論点もあろうかと思います。 

 そして、覚せい剤の話は大分多くやりましたけれども、ノミ行為についてもこのまち

では相当件数が多いということでございまして、資料の中に新聞の記事を幾つか入れて

おります。ですので、この辺も議論できればというふうに思っております。私の報告は

以上でございます。 

 それでは、どなたからでも結構でございますけれども、特に今日は町内会長さんに来

ていただいておりますので、治安の問題についてご意見あるいはご要望等々ございまし

たらぜひご発言をお願いできればと思います。 

○角田さん あいりん地域の真ん中に西成警察があるわけでございまして、本来ならば

警察のある周りというのは治安が良いということ、今ちょっと写真で見せてもらった、

犯罪的には萩之茶屋の地域は尐ないかなと思うんですけれども、雰囲気的にここは怖い

よというようなまちのイメージというのは、マスコミ等々でいろいろそういう雰囲気が

あるということで何か先入観があるので、そこらあたりをやっぱり改善していかなきゃ

ならないなと。 

 警察そのものの対応ですけれども、今の覚せい剤の検挙数にしたって、当然、パイが

それだけ大きいわけですから、これは当然のことで、警察に言うと「これだけ頑張って

やってますよ」ということなんですけれども、覚せい剤の犯罪そのものは巧妙になって

きて、地下に潜っているというのか、今まで割と路上で売人がやっていたと。前はまち

を歩いていますと「にいちゃん、にいちゃん」というような声もかけられていたけれど

も、今もあるんですけれども、いろいろ警察に捕まらんようにして、それで潜ってマン

ションで売り渡すというような形の中で、なかなか我々の目に見えない。 

○鈴木座長 はい、ありがとうございます。 

 ほかにいかがでございましょうか。どういう口火の切り方をするかというのはちょっ

と難しいですね。まず、ご意見とかご感想ぐらいのところからいかがでございましょう

か。 
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 はい、お願いします。 

○田中さん 私たちと警察との関わりというか関係と言うんでしょうか、難しいですね。

と言いますのは、我々は何となく、法的に違反しているということであればやっぱり警

察に何とかして欲しいと思うんですけれども、例えばそういう話を持っていくと、「こ

れは道路管理者である建設局の管轄やからうちでは」と言うような、例えば自転車の不

法投棄であったりすれば、そういう言い方をされるんですね。私たちにしては、とにか

く違反してんねんから警察でやって欲しいと、それが道路管理者であるのか他の部署で

あるのか、それはもうそっちで対応してもらいたいと思うんですよ。 

 それと、今一つ防犯カメラの話がありましたけれども、警察としたら地域で、防犯カ

メラつけてもらえばありがたいというお話ですけれども、現実に私の所、商店街で防犯

カメラ16台つけたんですけれども、大体月に二、三件、警察から見せて欲しいという要

望があります。あの防犯カメラの画像を見ている99.9％は警察ですわ。設置してお金

を出しているのは我々商店街です。全く警察は、人をうまいこと使うんやけれども自分

らはひとつも動かないですよね。我々のためには動いてくれない。でも、我々を動かす

ということで、防犯カメラを見るためには我々仕事を止めてつき合いせないかんのです。

例えば、この間もちょっと大きな犯罪があったんですけれども、徹夜で２回ダビングし

ています。そういう時、その前にも何時間というのがあります。もうそんなん、徹夜ま

でしておつき合いできませんけれども、やっぱり鍵を開けてというふうな、ちゃんとセ

ットしてくれへんから、やっぱりおつき合いせないかん、そういうことはあまり考えん

と、平気で見せてくれ見せてくれと言ってきます。 

 確かに我々も協力するのはやぶさかではないんですけれども、こちらからのお願いは

全く協力してくれないみたいな、部署が違うと全くだめですよね。私が警察へ行っても

そこらの酔っぱらいのおっちゃんと同じ扱いですからね。本当に地域のことに関しては

すっと動いてくれません。もう尐し、やっぱり住民に、我々市民に対して警察としてし

っかり動いていただけたらなというのは希望ですね。 

 それと後、例えば軽犯罪であったり迷惑防止条例であったりというのは、我々、それ

がどの辺までがどうなのかというのはなかなかわからないんです。これは迷惑やから、

迷惑なことは迷惑防止条例にかかるんちゃうかなと思うんですけれども、なかなかそれ

を指摘しても警察官は割と知らん顔ですね、道を通っていてもね。先ほどおっしゃった

立ち小便であっても注意することもなく、路上で何か露店的にいろいろやっていても注
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意することなく、昼の日中から車座になって酒飲んでわいわい言うていても注意するこ

となく横を通り過ぎていきます。それはちょっと違うん違うかなと思ってますけどね。 

 だから、もう尐し警察と我々地域の住民も一緒になって治安というか、そういうこと

に対しては一緒になってやりたいと思います。お互いに近寄ってもっとやっていったら

と思っていますけれども。 

○鈴木座長 はい、ありがとうございます。 

○ありむら委員 私もちょっと一言ここで言った方が良いと思うんですけれども、警察

の方には耳が痛い時間帯だと思うんですが、私の場合も他に言う場がないので、警察に

対してですね。ここでお願いしたいことがあるんです。簡単に言えば、まちづくりの人

が集まる集いと、いわゆる60年代から警察が持っている唯一の使命とされる蝟集事案、

人が集まって暴動に発展することを阻止するという、そのことを区別して欲しいんです

よ。これから大きなまちづくりの展開をして行こうとする時に、その旧態依然とした発

想がすごいネックになると思っています。 

 去年も、例えばこういうことがありました。あいりん総合センターで谷川俊太郎さん

という有名な詩人を呼んで、あそこは、あいりん総合センターの中はオープンスペース

ですからさまざまな人が行き来します。そこが良いわけで、そこでいろいろ語りかけて

話をして、詩を即興でつくっていくというような内容だったと思うんですけれども、そ

れをやろうとしたんですよ。それは、大阪市も認めるどころか、後援をしています。ゆ

とりとみどり振興局が。施設の管理者である大阪府とか西成労働福祉センターもＯＫと

言っているのに、警察が本当に頑なにそれを止めて、とうとうあいりん総合センターで

の集まりを潰したという出来事があったんですよ。私はその中にはいませんでしたけれ

ども、それを見ていて本当にショックを受けたんですよ。 

 これからのまちづくりというのはさまざまな機関や団体、個人が協力し合わなきゃい

けません。住民もそうですけれども。その流れの中で、それに乗り遅れている公的な機

関が幾つもあるんですよ。縦のラインが強い所ほど乗り遅れてる面があるんです。特に、

警察というのがそういうふうに出てくると、物事が尐しも進まないわけですよね。これ

から、屋台村であるとか様々な、観光とかアートとか通学路の確保とかの課題があるわ

けですけれども、それらが一向に進まないということで、今言わせてもらいました。 

 まちづくりへ協力する、まちづくりが進むということは治安が良くなるということで

すよね。ということは犯罪が減るということなので、その関係を見て、その辺の発想と
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いうのか、そういう転換を組織として図っていただきたいと思います。協力が必要なん

ですよ、これは。ぜひそういうまちづくりの仲間に入っていただきたいと心からお願い

いたします。 

○鈴木座長 はい、ありがとうございます。 

 もう尐しご意見をお聞きしたいと思うんですけれども。 

○西口さん 田中さんとか角田さんの方から現状とか説明していただいたんですが、過

去、何回か町会、社協と管理組合からも警察の方に覚せい剤の件等でいろいろお願いに

行った経験があります。いつも署長さんとお会いしてという形が多かったんですが、署

長さんって大抵１年でかわられるので、毎回説明だけして終わる。もうここ最近は行っ

ても一緒かなみたいな感じにさせられております。だから、もうちょっとしっかりと話

をして、署長さんが来てくれて、ちょっと長い目で見ていただいたら、もうちょっとそ

の辺の動きもあるんじゃないかな。警察に対する不信というのは何かその辺がすごい大

きな感じがしております。以上です。 

○鈴木座長 はい、ありがとうございます。 

 もう尐しいかがでしょうか。 

○織田委員 今、ありむら委員が言われた、警察の方々が西成、釜ヶ崎の中のことをあ

まり知らない。実際にチラシなんかを私のとこへ持って来られて、これは何の集まりで

すかというようなことを聞きに来られることがあります。いろいろ説明すると、大丈夫

ですねとなる。まちの状況が把握できていないから、内容がわからない。そのため、い

ろんなことがあってもわからないから危ないかなというような、考えになると思うんで

すね。 

 だから、論点のところに書かれているように、やっぱりその都度その都度何か協力す

るような体制みたいなものを小さなところからつくっていって、時間を掛けてわかって

もらうというところも必要やと思います。相談に来られたら説明できるがこちらからは

なかなか、いろんなイベントがあっても説明に行くことはないです。特に小さなイベン

トなんかは説明に行くということはないと思うので、何か協力体制を考えないといけな

いでしょうね。 

○鈴木座長 ありがとうございます。 

 さっきの谷川俊太郎さんの話なんかも、日常的にそういうことが説明できているパイ

プがあれば尐し違うのかなと。そして、それをやることによってどういうふうな防犯上



 

－12－ 

の何かアドバイスを求めるとか、こちら側でもこういう用意しているんだとかいうのが

あったらちょっと違うかなという気も私はちょっとしたんですけれども、どうですか。 

○ありむら委員 そうですね。本当にそのとおりなんですよ。もう尐し日常的に顔が見

える関係で前向きのつながりができておれば、そういう時にはもう尐し今日的な対応が

できるんじゃないかと思っているんです。 

 あと私、犯罪の意外な尐なさ、それが一般の市民の方の反応だと思うんですけれども、

それは、実は生活保護が非常に貢献していると思っているんです。90年代後半に野宿生

活者が8,660人、大阪市内には尐なくともいると、我々はその頃１万人以上いるという

計算をしていましたが、その時に、2000年代に入ったらこれはもう大変なことになる

と、みんな思いました。90年代にニューヨークのサウスブロンクスへ私も行ったことが

あります。保険金欲しさに家を放火したりとか、昼間でも歩けないようなまちで、これ

はやがて釜ヶ崎もサウスブロンクスになるぞと言われてました。でも、さまざまなこと

がありましたけれども、生活保護がいわば果敢に適用されていって、結局は今日のよう

な治安の落ちつきを持っているわけですよ、まちの雰囲気としてね。統計表にあるこう

いう犯罪件数からいっても、この程度のものにおさまっているということは、僕は背後

に生活保護の適用があると実感します。 

 だから、生活保護が増えることについ経済的なシミュレーションをすれば、それが高

くついているかといったら、私は、犯罪が起きることでまちのいろんなものが観光も含

めて損失をしていくことなど全体計算をしたら、非常に安くついていると見るべきだと

思っております。 

○生田さん それに関連して言うと、かつて野宿者がものすごく多い時期があって、町

中が野宿者であふれかえる時期がありましたよね。中には亡くなる方もいっぱいいて、

毎日のように大阪市内で野宿者が死んでいる状況があったわけです。普通に考えれば、

餓死するぐらいなら、あまり人に迷惑にならない犯罪をして、刑務所に行く方が良いん

じゃないかと思えます。けれども、多くの野宿の人は犯罪を起こさず、いわばおとなし

く死んでいったわけです。みんな、犯罪することだけはしたくないと、人様の物だけは

盗らないということでやって来たと思うんです。これは日本人特有なものかどうかよく

わからないですけれども、そういう状況がかなり長かったと思います。 

 そういう中で、野宿者がいっぱいいるあの町は危ないというふうに言われるんだけれ

ども、それはただの偏見だと思っています。 



 

－13－ 

 今回、西成区の犯罪は尐ないと聞いて、僕も実感どおりと思ったんですよ。町中を歩

いていても危ないことは一切ありませんでしたし、路上に関して犯罪に遭ったことは一

回もない。 

 監視カメラの話があったんでちょっと触れるんですけれども、釜ヶ崎はご存じのよう

に1970年代から監視カメラが11でしたっけ、警察が設置しているところで、それは防

犯という意味があったんだけれども、今から見ると、犯罪がそんなに突出していないの

にあの監視カメラは何の意味があったのかなというのはちょっと疑問ではあります。 

 実際、一つの監視カメラが労働組合を24時間監視していて、それで労働組合側から裁

判を起こされて、結局あれは違法いう結果が出て撤去された事例があります。そういう

意味で、監視カメラの意味というのは考え直さないといけないんじゃないかと思います。 

 また、現在むしろ犯罪が減っている中で、監視カメラを増やす意味があるのかどうか

というのも考えるべきじゃないかと思います。 

 それから、警察が人の集まることを嫌がることに関して言うと、釜ヶ崎で生活してい

る人はみんなご存じのように、越冬とか夏祭りがあると機動隊がいっぱいやって来るん

ですよ。通称かまぼこというんだけれども、機動隊がいっぱい町中にあちこちで隠れる

ように集まっている。最近は各地から釜ヶ崎を見学する人がいて、みんなびっくりする

わけです、あれ何ですかと。僕らも説明に困るんだけれども、「多分、40年前からやっ

ているからもうやめられないんじゃないでしょうか」と言うんですけれども、そのエネ

ルギーは別のところに使った方が良いんじゃないかということなんですね。 

 最大の問題は、やはり生活保護を受けている人の、むしろ先ほどありましたけれども、

依存症の問題でしょうね。これについては長くなるので、ここでは触れないでおきます。 

○鈴木座長 一言だけぜひお願いしたい。依存症対策があまりされていないということ

が再犯につながっているということでしょうか。 

○生田さん それもあります。 

 野宿から生活保護に上がってアパートに入った人がいっぱいいるんですけれども、依

存症になりやすい状況があると思います。一つは、とりあえず仕事をしなくてもいいの

で労働の場の人間関係がなくなり、あと、最近問題になった扶養照会で、親族関係に、

生活保護をあの人受けてるけれども、おたくで何とかなりませんかと通知が行くので、

親族関係が切れちゃう人がめちゃくちゃ多いんです。生活保護を受けてから親族関係が

切れました、という人の話をよく聞きます。 
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 それから、生活保護に対して偏見があって、最近は野宿からアパートに入ると普通の

ワンルームマンションに入るのですが、そこに住んでいる人は年金生活とかしているこ

とが多いです。僕が直接聞いた話では、マンションでたまたま同年齢の人に会って、

「おたくも年金かね」と聞かれたと。「はあ、まあ」とか言って、それからすっかりド

アから外に出るのが嫌になる。気持ちが重くなって、部屋に閉じこもって、もう耐えら

れなくなって野宿に戻ったという人がいました。 

 つまり、労働、社縁と血縁と地縁が生活保護を受けている中で切れやすいんですね。

なので、依存症になりやすくなる。友達がいないんでお酒が友達、覚せい剤が友達にな

りやすいんです。 

 かつて、阪神大震災で仕事を失って仮設住宅に入って地域と切れ、親族関係がなくな

った人がいっぱいアルコール依存になったという話がありましたけれども、あれと同じ

パターンが生じているということです。 

○鈴木座長 なるほどね。 

○荘保さん 私もちょっと言わせてもらいます。 

 私は、釜ヶ崎で育ったわけではなくて、でも釜ヶ崎に来て40年になるんですけれども、

私の実感で今まで釜ヶ崎が怖いと思ったことはないんです。今日これを見て本当に思っ

たんですけれども、全然ないですよね。あいりん地域と言われるところ、丸がないとい

うのは実感そのものです。私は全然怖くないです。むしろ難波に出た方が怖いですね。

そのとおりで、隣は大変なんですけれども、その意味で、これを見ただけでもわかるよ

ね、ちょうどあいりん地域だけ何もないですよね。 

 だから、これは本当に偏見なんですよね。この偏見がいろんな形で野宿者に対しての

偏見につながって行くし、西成特区というのも偏見から出てきていると思うし、そうい

うふうにして思うので、本当に実際として犯罪も、細かい犯罪、迷惑的な犯罪というの

はたくさんあって、それがなっていないかもわからないですけれども、大きな犯罪とし

てはないし、私は、このまちは非常に安心なまちだし、みんなが住みやすくて、しかも

野宿をする人も、生田さんが言ったように、犯罪を犯すわけでもなく、静かに生きてい

るというふうに思っています。 

○鈴木座長 はい、ありがとうございます。 

○原委員 皆さんおっしゃったように、まずは警察がもっとちゃんと市民の前に出てき

て説明するとか話をするとか、そういう姿勢にならないことにはどうしようもないんだ
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というのが第１点です。 

 覚せい剤の問題ですけれども、警察の選択肢としては、検挙じゃなくて制圧をすると

いう選択肢だってあると思うんです。摘発をするんじゃなくて取引をしにくくする。そ

れこそ機動隊でもいいですけれども、人をもっと配置するというやり方だってあると思

うんですよね。ただ、おそらくそうすると地下に潜って、あるいはあいりんから離れて

どこかわけのわからないところに行って見つけにくくなるというのが一つでしょう。も

う一つは、警察の成績は検挙なんですよ。検挙件数ですよね。犯罪を減らしたから成績

が上がったという世界ではないんですよね、警察というのは。捕まえて何ぼということ

なので、その辺の問題があって、捕まえられなくなるからやらないのかな、という気が

します。 

 だけど、だれでもわかるような、見る人が見ればわかるような所で覚せい剤取引がさ

れているようなことを置いておくのはいかがなものか。それと、さっき生田さんがおっ

しゃったように、覚せい剤問題は依存症としての医療対策をちゃんとやらないとどうし

ようもない。刑務所へ入れてもまた繰り返すということばかりで、どうしようもない。

このごろやっと法務省サイドがやり始めましたけれど、犯罪として摘発するだけじゃな

くて、依存症の治療とか支援をやらないとうまくいかないということですね。 

 ちょっと関連で言っておきますけれども、大阪市は、生活保護関係の市長の提案で、

違法薬物に手を出した生活保護の人は生活保護から排除して特定の施設に収容するみた

いなことをポンといきなり出しておられましたけど、時代の流れに逆行するんじゃない

か。排除をやっていけば解決するというものではなかろうと思います。 

 ノミ行為とか暴力団、賭博なんかもそうなんですけれども、もう尐し制圧型という方

向で行動してもいいんじゃないかなと、警察には思います。 

○鈴木座長 はい、ありがとうございます。 

 どうぞ、お願いします。 

○角田さん 今、監視カメラという名前ですよね。あれは私自身の考えは防犯カメラと

いう認識でおるんですけれども、昨年、23年度、西成区で駅の周辺に54台でしたか、

１台30万程度でつけていただきまして、萩之茶屋地域に７台の防犯カメラをつけたと。

これも実際は町中につけたんじゃなく、幹線の道路です。堺筋線であるとか新今宮の周

辺、26号線等々、ということは、警察の思いどおりのところへつけてくださいというこ

とで、本来ならば小学校の近くや公園の近く等で、我々はそういう場所を思ったんです
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けれども、警察というか、結果なんですけれど、初めからここですよとあって、もちろ

ん各西成区内、南津守から玉出及び天下茶屋等に54台つけているんですけれども、そう

いうことで我々の思いとちょっと違う、何か警察にうまいこと利用されたとの思いがあ

ります。毎日のように警察から要請がありまして、車で移動している犯罪者を捕まえる

とかというようなことが報告されておるんです。 

 だから、防犯カメラは犯罪を抑止するということに多尐はなっているんですけれども、

我々の方とちょっと違うような防犯カメラになっているなという思いがあります。 

○鈴木座長 そういう場合には、例えば通学路に防犯カメラをつけると非常に良いと思

うんですけれども、それはご要望されたけれども、警察の方でその場所はちょっと違う

というような、そういうことがあったということですか。 

○角田さん そうですね。今年24年度でも、西成区で学校周辺に防犯カメラをつけると

いうような提案がありまして、萩之茶屋さんどうですかというようなことがあったんで

すけれども、萩之茶屋小学校が27年統合予定で、ちょっと様子を見ている。本来ならば

こんなこと言うたらずるいんかもわかりませんけれども、去年つけてもらった30万とい

うのは全部、市の公費でつけていただいたわけで、今年度は、15万円までは公費で出す

けれども、不足分は各町会で負担しなさいということで、経済的な事もありちょっとし

り込みしているんです。全部公費なら手を挙げさせていただくのですが、そういう事情

があります。 

○鈴木座長 はい、ありがとうございます。 

 ほかによろしいですか。 

 どうしても一方の当事者がいないんで何かシャドーボクシングみたいなことになっち

ゃうわけですけれども、こういうご意見自体があることはいろんな形でお伝えしていこ

うと思いますし、市民の側から見ると警察も市役所も同じ行政だという感じはあるかも

しれないんですけれど、とにかく全然別組織なんですね。それは市長なんかでも口出し

ができるという分野ではないということでございまして、独自の縦組織の団体なので、

やっぱり我々ができることというのは、今回もちょっと西成署に行ったりしましたけれ

ども、個別のトピックスでちょっと協力をいただくというような輪を点と線みたいな形

で広げていくということで、現実に今、西成区役所の方でもいろいろ区長、副区長を初

めとして動いていただいています。 

 ちょっとそういう段階なので、それがいろいろ功を奏することを願っていきたいと思
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いますし、また、いろんな情報を上げたりするのは、警察の方も今回私、初めて会って

わかりましたけれども、彼らもそういうのは望んでいるんですね。ただ、すごく批判さ

れているので、なかなか表立って表に出られないというところあると思います。彼らも

いろんな情報は欲しいと思っているはずなので、何かうまいこと協力関係ができるよう

なことを尐し探って行きたいと思います。 

 ここで何か結論が出るということではありませんけれども、いろいろいただいたご意

見を元に今後の調整に生かしていきたいと思いますので、ありがとうございました。 

 それでは、次のトピックスにまいりたいと思います。 

 次は、ごみの不法投棄の問題です。ここでまた一旦区切ってちょっと議論をしたいと

思うんですけれども、ご存じのように、非常に不法投棄の問題というのは特にあいりん

地域内で深刻であるということでございます。萩之茶屋中公園、南公園、これは通称四

角公園、三角公園でございますけれども、ごみ処理の実績という意味ではこんな状況で

すね。ちょっと何トンと言われてもピンときませんけれども、相当な量ですね。これ、

1,000トン近いものが常にあって、去年はちょっと減ってはおりますけれども、こうい

う状況でございます。 

 驚くべきことは、これ公園の中のみということです。ゆとりとみどり振興局が把握し

ている公園の中のごみ処理だけでこの数でございますので、当然、道路は環境局の管轄

でございますけれども、こういうところはまた別途大量のごみが発生しているというこ

とです。 

 一般廃棄物と産廃に分けるとどんなことになっているかというのがこれでございます

けれども、これも、過去からずっと統計があるわけではないんですけれども、産廃とい

うものの量が相当増えているということがおわかりいただけると思います。つまり、一

般のごみじゃなくて、テレビとかビデオとか何かいろいろ機械を、しかもその中身を除

いたものがぼんと捨てられているというようなことがあるということでございます。 

 いろいろ問題はございますけれども、一つ現状の問題としては、管轄がいろいろまた

がっているので尐し動きにくいというところがあるようです。つまり公園については、

もちろん公園だけじゃなくて道路にも不法投棄が非常に多くて、セットなわけですけれ

ども、公園の管轄がゆとりとみどり振興局、道路の管轄は環境局と建設局ということで

それぞれ別組織ですので、問題の把握も別に行われているということで、やはりせっか

く西成特区ということですから、西成区が音頭をとってというか間に入ることによって
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全体として進めていくと、不法投棄の問題をですね、それだけでも随分、行政的には違

うだろうと、そうすべきであるというふうに思うところです。 

 それから、あいりん地域の内部だけじゃなくて、外から持ち込まれる産廃というのが

相当多いと見られております。実際にそういう実感をお持ちの方もいっぱいいらっしゃ

ると思いますけれども、管轄が非常にまたがっているということもありまして、まず詳

細が十分に把握されているとは言いがたいんですね。そういう現状はどうなっているの

かということすらはっきりとわかっていないというところですと、なかなかその対策も

どうして良いかわからないということですので、やはりこういう調査ということも早急

にやるべきだろうというふうに思います。 

 それから、小・中学校の統合に伴う通学路確保という意味でも、不法投棄されている

場所に小学生が本当に通っていいのかという問題もございますので、後で統合の話は、

公園の話もやりますけれども、そういう意味でも非常に不法投棄という問題は重要であ

ると。 

 ですから、各局にまたがる管轄を越えて西成特区構想としてまず地元の協力、これ地

元も入らないと、ゆとりとみどり振興局とか市の各局だけでやるというよりは、地元と

の協力のもとにやるという方じゃないと実態把握みたいなことは進まないと思いますの

で、まず、常習の場所はどこか、量、どこから来るのか、分別可能かどうかというよう

なことを早急にやるべきであろうというふうに私自身は思います。 

 それから、不法投棄の調査とその対策事業というのを、とにかくこれは通学路の問題

もあるわけですので、スピーディーにとにかく予算化しなきゃいけないということでご

ざいまして、平成25年度からもう実施を図って欲しい。できれば、調査みたいなものは

もう24年度に地元と一緒にやれるような、そういう体制ぐらいのスピード感がないとち

ょっと間に合わないんじゃないかということでございますね。 

 そして、不法投棄は出たものを回収するというのが繰り返されているわけですけれど

も、やっぱり防止という、あるいは不法投棄をそもそもしない、ちゃんとしたごみとし

て処理をするということが本来でありますので、私は、何かここは不法投棄の見回りと

か、あるいは不法投棄の処理も一部入っても良いと思いますけれども、とにかく見回り

をするということについて、生活保護受給者だとか特掃の利用者のメニュー拡大をして、

就労の場としてそういうメニュー拡大の中で不法投棄の見回りというのがあっていいん

ではないかというふうに思っておりますので、その辺もご意見をいただきたいと思いま
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す。 

 それから、不法投棄というとマイナスのイメージしかないわけですけれども、ごみの

分別になる資源化という、そういう可能性もやっぱりあると思いますので、その辺も、

例えば古着とかそういうものは分別して資源になり得ると思いますので、そういう可能

性があるかどうかということも調査してみたらいいんじゃないかというふうに思います。 

 それから、不法投棄の処理ですとか調査ですとか対策ということをまちとともにやる

というのが非常に重要なことだと思います。それは、今日は寺川委員がいらっしゃいま

せんけれども、まちづくり公社のようなことをしてやる可能性がないかどうか。 

 そして、先ほどのテーマとも重なりますけれども、警察もこの問題、不法投棄という

のは実は犯罪でございますので、警察と協力するというモデルケースとして不法投棄の

問題に警察もいろいろと一緒に考えてもらえないかというような、そういう場にするモ

デルケースになり得るんじゃないかというふうに思います。 

 先日、西成署に行った時にこの問題も尐し警察署長に話していたんですけれども、不

法投棄の見回りを特掃とか生活保護受給者のメニュー拡大でやるということについては

ある程度理解してもらえたようでございますけれども、ただ、例えば犯罪として不法投

棄を見た場合に、それを注意するとかというようなことはかなり危険を伴う可能性があ

るので、それはやめた方がいいんじゃないかと。つまり防犯的な機能で十分じゃないか。

そして何か親切に制服みたいなのをちゃんとつくって、見回ってますよということがわ

かるような、特掃もそうですけれども、そういう何かユニフォームみたいなのもつくっ

たらどうかというようなアドバイスをいただいたりしておりますので、この辺は尐し警

察とも相談できる余地が大分あるんじゃないかなという感触を私自身は持ちました。 

 じゃ、とりあえず不法投棄の問題というところまでで尐し議論をさせていただければ

と思います。 

 では、不法投棄の問題について、感想なり意見なりを頂戴したいと思います。よろし

いでしょうか。 

○角田さん いいでしょうか、私から発言させていただきたいと思います。 

 萩之茶屋地域なんですけれども、あいりん地域ですね。先ほどもちょっとお話しさせ

ていただいたんですけれども、不法投棄のごみの多い場所、萩之茶屋地域で５カ所を

我々の方からお願いして監視カメラ、人感センサー付きですね、そこへ来たらライトが

ついてカメラが回るというものを５カ所つけていただきました。予算的にも大分オーバ
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ーしたということで、環境局の方がそう笑って言っておられました。本来ならば監視カ

メラをつけたら不法投棄が激減するんじゃないかと我々も期待をしてたんですけれども、

なかなか今の状態を見ておりますと、１割ぐらい減ったということは出ているんですけ

れども、大型ごみ、産廃でしょうか、それと家電ごみですね。冷蔵庫であるとかそうい

うようなものがまだ全然減っていないと。監視カメラで映っている映像を月に１回、環

境局の課長さんが来て報告してくれておるんですけれども、告発して事件にする映像は

監視カメラに映ってないと。ということは、トラックでほかしに来てナンバープレート

が映っていて、それで人が映っているとかいうようなことはなく、ちょこちょこ台車で

運んでいる。台車で運ぶということは地域の方々がほかしに来るんじゃないかというよ

うに思われると。 

 それから、普通ごみですよね。自転車に乗ってスーパーの袋をポイと捨てていくとい

う、きれいになったらそこへほかさないけれども、３つ４つ重なってくると、あっとい

う間にごみの山になるというようなことでございます。 

 それで、今、特掃の話ですよね。環境事業部等々でたくさんあの地域、清掃していた

だいて、取っていただいていると。私、以前、ＮＰＯ釜ヶ崎支援機構の山田さんにちょ

っと提案したことあるんです。今、鈴木さんがおっしゃったように防止をすると、見回

りですよね。特掃に今100人ぐらいの体制で取っていただいているんですが、その方の

何割かの人員を捨てられる場所に配置して、時間的には24時間の監視ということじゃな

いんですけれども、時間帯を決めてそこへ立って、ここはだめですよと注意したら防止

にもなるんじゃないかということで提案しました。今、ほかされたものを取っていくと

いう順番ですよね。先ほども申し上げたように、小学校の近くのガードのところは相当

ごみが増えて、児童の登下校に相当邪魔になる。それで臭いもすると校長先生からも毎

回そういう報告がありまして、取ってはいただいているんですけれども全然減らない状

態ですから、何とかそれを根本的に、ここはほかしてもいいですよというふうな場所と

いったら、これはまたちょっといろいろ問題あるかもわかりませんけれども、ここへほ

かしなさいというような場所を確保すれば、あっちこっちにごみが散らばらんで、いい

んじゃないかという思いがするんです。 

 なかなか難しい問題であると、環境局とそういうふうなことを話し合いしておりまし

たけれども、そういうことにぜひなってきたら不法投棄のごみが尐し減るんじゃないか

というような思いです。 
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○鈴木座長 はい、ありがとうございます。 

 ほかにいかがでございましょうか。 

 ほかす場所というのは、集積所みたいなのを常駐でつくっちゃうということですか。 

○角田さん 実は、萩之茶屋周辺でいうならば、ちょっと細かいことを言って何やけれ

ども、私、提案したのは、町会で５町会と３町会の境界、萩之茶屋小学校から東の町会

のところ、三角地帯というのがありまして、それはフェンスで囲っておるんです。坪数

にしたら40坪ぐらいあるか、そこの前の路上にはすごくごみがほかされるんです。そこ

を、尐しフェンスを引っ込めて、コンクリートでブロック積むなりして、ここへほかし

てもいいですよと。ほかしてもいいというか、そしたら他へ散らばらんと思うんです。 

 それから一つ、萩之茶屋駅下なんですけれども、今現在ほかされておるのは、町会の

方がここへほかしてもいいですよという場所をつくって、そこへはもちろんその地域の

方々じゃなく、あちこちからもどんどんほかしに来て、毎日相当なごみの量になるんで

す。今宮地域ですけど、町会から環境局に「不法投棄防止立看板設置したら」と提案し

たのですが、町会員の要望もあり、ここへほかすようにしているからということだった

んですけれども、この間ちょっと話が進みまして、町会の方も、駅下がそんなに汚いの

は、やっぱりぐあい悪いね、環境というよりも子どもの通学、ということは今宮小学校

の子どもたちがそこを通学路になるような状態と、今度、今宮中学校に移ったらなる状

態と思いますので、そういう面からしたらやっぱりそこもきれいにというようなことで、

環境局もそういう方向で動いてくれていると聞いております。尐しでもごみが減ればい

いんかなというのを思うんですけれども。 

○鈴木座長 ありがとうございます。 

 ほかにご意見はございますでしょうか。 

○西口さん あそこはもともと簡易宿所が多いまちで、簡易宿所の時は結構、毎日ごみ

を取りに来てもらってるんです。例えばごみの分別もしなくていいという状況である。

その生活を長い間続けた人が、次、生活保護を受給するようになって毎日ごみを取りに

来てくれていないところに住んだ場合どうしているのかなと。それが一般ごみとして出

る可能性もある。 

 要するに、生活保護を受ける時に、ごみはこうしましょうという指導があまりなかっ

たように思うんですよ。とりあえず住むところとお金だけ出して、はいそれで生活しな

さい、でも、長い間日雇い労働をして１人で生活して、それも毎日ごみを出せる、簡易
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宿所におったら掃除もせんで良いという状況で長い間生活された人が急にその生活をで

きるんかどうかという、そこはやっぱり慣れていくというのもあるし、最初からできる

人もたくさんいてはるかもわからへんけれども、そこでやっぱりちょっとなだらかに、

生活保護で安定した生活というのを送っていくようなシステムと、それともう１点、今

もう簡易宿所より共同住宅化したところの数が増えてきております。そういうところは、

簡易宿所の時は毎日ごみを取りに来てもうていたけれども、共同住宅化したところは、

そこに住んでいた人が毎日ごみをほかすところがわからへんようになって、かたまって

いるところにほかしていくという、一般ごみというのはひょっとしてそういう形のもの

が結構増えているんじゃないかなと。 

 産廃は、僕もたまに見るんですが、確かに台車で押しています。それで、以前は車で

来ていたんですよ。それも何回か見たことあるんですけれども、監視カメラがついたか

ら、どこかで車をとめて台車で運んでおるのかなと思いますよ。そういうふうにも感じ

ているんです。あの地域の元日雇い労働者の人ら、あんな産廃の器具をぎょうさん持っ

ているはずがないんで、だからどこかから来ているんじゃないかなと考えております。 

○鈴木座長 はい、ありがとうございます。 

 ほかにいかがでしょうか。 

○田中さん 今、ごみの問題ですけれども、さっきの治安の問題も含めてですが、ごみ

の不法投棄が犯罪というならば、やっぱり警察がしっかりと、私は前にも警察に言った

ことがあるんですよ。24時間、もうその場所へ張りついてでも徹底的にやって欲しい、

それは我々市民のために。例えば、暴力団の抗争やったら24時間張りついているんです

よ、警察はね。何で暴力団のために24時間張りついて我々市民のために24時間張りつ

けないんかなという、疑問に思って警察にも言うたら笑っていましたけどね。そんな状

況なんで、できればそれぐらい徹底して、一遍三月、半年徹底すれば、やっぱり変わっ

てくると思うんですよ。夜やったらパトカーを停めるとかね。 

 もう一つは、よく警察が職質のかわりに自転車の検問をやってるんです。それも、私

が前に警察にも言ったように、できれば、あんたらどこでやっても一緒やから、ごみの

不法投棄している前に立って、そこでやってくれと。そこを通る自転車を検問しなさい

と。ほんならごみを捨てにも来えへんやろうと。一石二鳥やからそれぐらい頭をちょっ

と使うてよと。ただ何となく検問してこいというたら、はいと言うてやっているだけじ

ゃなくて、やっぱりその辺も、抑止力になることは、制服を着た人間というのは物すご
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く抑止力になるんですよね、いろんな面で。だから、自分がなぜ制服を着ているかとい

うこともやっぱりしっかり警察官として、じゃ、この仕事するけれども、他に何かない

のか、周りに何かすることないかとか、それは個々でしっかり考えてやってもらいたい

と、そういう話もしたこともあるんです。 

 一つのことをするんじゃなくて、もう尐し小回りのきくお巡りさんになって欲しい。

大回りでは困るんです。と私は思っております。 

○鈴木座長 はい、ありがとうございます。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 一応、警察に不法投棄の犯罪みたいなのを検挙はどうかというような話をちょっとし

たんですけれども、現行犯じゃないと難しいということですね。だから、そういう意味

で現行犯逮捕できるのは市民ではないので、やっぱり警察の協力は不可欠でしょうね。 

 それから、パトカーを停めるという話については、これはちょっとごみの文脈じゃな

くて覚せい剤の文脈で、例えば、その売っているところというのはもう大分まちの人た

ちはわかっているので、パトカーを停めておいたらそれで結構抑止力になるんじゃない

かというお話もちょっとしてみたんですけれども、そうじゃなくて、やっぱりなれたら

ばれちゃうので、それはなかなか効果的には難しいんじゃないかというようなお話でし

たね。 

 ほかにいかがでしょうか。ごみ関係について。 

 まずはやっぱり調査をして、防止という観点をもうちょっと、警察もご協力いただい

て不法投棄を防止するというのが一つですよね。そしてもう一つ、角田さんのアイデア

は良いかもしれないですね。だからもう場所を決めちゃうというのも一つのやり方かも

しれないですね。 

○角田さん 提案というか、市役所に提案したわけでなく、自分が思って、そういうこ

とを建設局に雑談で言うたことあるんです。その場所は建設局の場所というか大阪市の

土地ですわね。それをちょっと囲って、そこやったらできるん違うかと言うたら、いや、

それはちょっと建設局では無理ですねという話は、３年ほど前にやったと思います。だ

けど監視カメラをつけていただいて危惧することは、監視カメラをつけたところはごみ

が減るだろうけれども、つけていないところへごみが移動すると、これはもう必ずある

んですよね。 

 以前、南海のガード下に、ごみがいっぱいということでフェンスをして道路幅を狭く
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したと。その狭くしたところへはほかさんけど、違うガード下へごみが移動したと。町

会同士でちょっとこういう話もありまして、萩之茶屋の方が監視カメラをつけて規制強

化、そしたら今宮の方の地域へ今度行くんちゃうかというようなこともちょっと町会の

方からも言われたこと。確かに向こうの方は増えているようなことも、区役所に行く時

にここを通りますので、あるかなと。だからごみの量そのものは全然減っていないとい

うのが実情ではないかと思うんです。 

 監視カメラつけたからそれでＯＫというわけではなく、我々はそこにごみがなくなっ

て尐なくなっていいなと思っていたんですが、違うところへごみが移動するということ

やったら何のための監視カメラかなというような思いは、ちょっと忸怩たる思いがする

訳です。 

○鈴木座長 ありがとうございます。まさにイタチごっこということですよね。 

 ほかに何か、不法投棄のあたりでもしご意見がありましたら。 

 とにかく、いろいろなご意見をいただきましたので、生活保護受給者への教育という

か、ごみの出し方みたいなものも非常に重要でしょうし、そして仕事づくりみたいなこ

とでごみの不法投棄の防止の見回りということもやれるでしょうし、とにかく調査をし

て対策をしてやってみて、またそのフィードバックでということでしょうかね。 

○西口さん すみません、生活保護受給者の人もやっぱり身につけて欲しいし、彼らを

受け入れている大家さんの感覚なんですよ。大家さんがほんまにちゃんとごみを自分と

この中でその日にちまで保管できるような場所を用意できているのかどうかで、なんぼ

生活保護の人が練習したって、普段のごみをほかす場所がなければ自分の部屋へ置いて

おけみたいな話になってくる。それやったらまた、もう外ほかしに行こかということに

なると思うんで、大家さんの感覚というのがかなり大事かなと。その辺を、福祉事務所

でもどこでも良いんで、ちょっと考えて欲しいなと思います。 

○鈴木座長 なるほどね。ありがとうございます。大変、おっしゃっていることよくわ

かります。 

○角田さん それから、今のごみの問題なんですけれども、営業というのか商売なさっ

ている食堂であるとか等々、生ごみが出ますよね。本来ならばそういう商売でのごみは

毎日出ますので民間の業者に、大阪市の普通ごみの収集だったら１週間に２回というこ

とで家庭に置いておかなあかんのですけれども、その人たちがその場所へほかしに来る。

我々商店街の中で営業なさっている方々もそこへほかしに来ると。町会の中にも、私も
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何回も見るんですけれども、口すっぱく、捨てたらあかんよと言うんやけれども、やっ

ぱり業者に頼んだら月3,000円、5,000円と要るものですから、夜ちょこちょこと袋抱

えてほかしにくると。 

 だから実際、その人たちのモラルですよね。あいりん地域の方が、別にモラルが悪い

ということではないけれども、やっぱりそういうことで教育が必要ではないか、気付か

れなかったら捨てる、やっぱりそういう考えになる、最終的にはそこに行き着くのかな

というふうに思います。 

○鈴木座長 なるほどね、はい。 

 大体このあたりでよろしいでしょうか。ありがとうございました。 

 それでは、最後の問題というか最後の課題に論点を移したいと思います。 

 まず、私の方からちょっと全体像みたいなことをご報告した後に、生田先生、それか

ら荘保さんにご報告をいただいて、それからまた議論をさせていただきたいと思います。 

 ここは通学路の問題とも密接でございますし、それから野宿者の仕事づくりとかそう

いう話を第６回の有識者座談会で行いましたけれども、その辺ともかかわりのある問題

でございます。 

 まず、西成区内のテント、小屋かけの状況というのがこれでございますけれども、ち

ょっと正確な数が日々でもないらしいんですけれども、尐し移動しておりますので、程

度という言葉をつけておりますけれども、ちょっと四捨五入したりもしておりますが、

まず、全体として非常に減ってきたというのは確実なことでございます。これが、区内

のピークが平成11年ですから1999年でございます。そして市内のピークが2000年でご

ざいます。平成12年でございましたけれども、大阪市全体で2,150とか2,600、ちょっ

と尐ないですね。市大の調査、それは段ボールとか全部含めてですよね。だからこんな

ものですかね。これはゆとりとみどり振興局が把握しているものということでございま

すけれども、直近の７月末現在で115程度ということで、やはり生活保護が非常に増え

ていることとかいろいろございまして、減っていることは間違いないと。激減していま

すね。 

 じゃ、どこにあるかということでございますけれども、西成区がやはり特に最近では

多いと。前は西成区が多いというわけでは決してないわけでしたが、440だったものが

300で、今100程度ということでございます。 

 西成区といっても、じゃどこですかというと、ある公園は非常に集中をしておりまし
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て、まず花園公園で20程度、それから中公園というのは四角公園ですか、四角公園は

30、三角公園が20、そして西成公園がまだ意外にというか、以前から比べては減って

はおりますけれども、30程度ということでございます。その他はもうほぼゼロというこ

とでございますので、そういう意味で割とテントがある公園というのが、いろんなこと

がありましたけれども、適切か適切じゃないか、非常に見方のあるような撤去の仕方も

ございましたけれども、集中的に幾つかの公園に存在をしている、こういう状況である

ということです。 

 今言ったことが書いてありまして、とかく通学路の確保とか公園の確保、機能を取り

戻せということが、もちろん重要な課題ですけれども、前面に出ますけれども、やはり

もう一つ考えなきゃいけないのは、これまでの有識者座談会の議論もございましたけれ

ども、テント、小屋かけにいる人たちの希望というか、その人たちがどういう生活を送

っていてどういうことを望んでいるかということ、彼らの生活の改善というのもやはり

同時に考えなきゃいけない課題で、これを忘れるわけにはいかないということでござい

ますね。 

 小・中学校の統合問題においても、これは非常に重要な論点で、解決して欲しいとい

うことでございますけれども、尐しずつは改善しておりまして、例えば花園公園の北側

の道路とあわせて花園公園の機能回復に対して強い要望が統合問題協議会であったわけ

でございますけれども、不要の小屋かけというのは入っていないところですね。６件が

地元等の取り組みで既に撤去されております。 

 それから、協議会の要望を受けて、これは画期的な出来事でしたね。北公園も平成23

年７月から地元管理になっているということでございまして、全く進展がないというこ

とではないわけでございますけれども、こういう状況であって、いろいろな意味で解決

が望まれているということで、そして、地元というか調査なんかも後でご紹介いただき

ますけれども、既にこの中にいらっしゃる方がどういう状況でどういうご希望を持って

いるかということについても地元で調査をしておりますので、そのご報告を踏まえてど

ういうふうに問題解決が可能かどうかという議論をして行きたいというふうに思います。 

 それでは早速、生田先生の方からご報告をお願いいたします。 

○生田さん 資料は、新聞記事の後の坂本さんの話という部分からです。 

○鈴木座長 入っております。 

○生田さん これは、『おっちゃん、なんで外で寝なあかんの？ こども夜回りと『ホ
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ームレスの人たち』」という本からの抜粋です。 

 これは、西成公園で暮らしている坂本さんという方の生い立ちから野宿になった経緯、

それから現在の生活を聞き取ったもので、１人の例としてここで挙げています。ここで

は全部読むことは不可能ですので、関心のある方は読んでみてください。かなり重い、

壮絶なものです。 

 それから、一番後ろにあるのが新聞記事です。これは、西成公園で最近起こった事件

です。全国で野宿者に対する襲撃事件が起こっていますが、西成公園でもかなり襲撃が

続いてるんです。去年が特にひどくて記事になったんですが、今年もやはり襲撃が起こ

っています。これも、後で関心あったら読んでおいていただければありがたいです。 

 さて、西成公園ですが、西成公園は西成区の一番西の端にあります。萩之茶屋から歩

いたら大体25分ぐらいです。 

 先ほどありましたように、一番多かった時期にはこの公園に260のテントがありまし

た。ほぼ10年前で、長居公園で500、大阪城公園で500テントがあった時期です。大阪

中がテントで埋まった頃ですよね。西成公園でも多かったんですが、現在はここにある

ように30程度です。ものすごく減りました。それは、生活保護が受けやすくなったこと

が決定的な要因で、文字通り平和的にどんどん解決してるんです。この数は、大阪にお

ける野宿者数と連動しています。つまり、10年前に大阪市で野宿者の数がピークに達し、

その後、西成公園がピークに達して、それがどんどん減ってきたので西成公園でも減っ

てきた。 

 なぜ公園のテントがゼロにならないかといえば、それは大阪の野宿者がゼロにならな

いからです。いま野宿をしている人はなぜ野宿を続けているかというと、かなり多いの

が、「私は生活保護に頼りたくない」「アルミ缶とか段ボールを集めて自力で生きてい

ることに誇りがある」という、ある意味、自立した人が依然としてかなり多いです。 

 それから、これも多いんですけれども、河本準一問題で話題になった扶養照会なんで

すが、あれは、生活保護を受けようとすると親族関係に通知が行くので、「あれだけは

絶対嫌だ」と言っている人が結構多いんですよ。例えば、離婚したら他人ですから別れ

た奥さんのところには通知は行かないんです。でも、何十年も会ってない子どものとこ

ろへは扶養照会が行っちゃうんです。「それだけは嫌だ」と泣いて嫌がる人がいます。

それは、子どももたまったものではないですよね。こうした扶養照会は嫌だと言って野

宿を続ける人はかなりいます。 
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 それから多いのが、統合失調症やうつなどの症状を持っていて、役所につながること

が不可能な人で、年々パーセンテージが増えていると思います。 

 それから、最近最も急激に増えたのが生活保護を切られた人です。今、夜回りすると、

野宿している人の２割から３割が「この間まで生活保護を受けていた」と言う人です。

つまり、生活保護を受けていたんだけれども切られちゃって野宿に戻っている人がいっ

ぱいいる状態です。いろんな例があって、アパートでトラブって自分から出たとか、

「あなたは就労意欲がないからもうだめ」と言われて切られた等です。西成区役所にお

ける生活保護の打ち切りの数は、教えていただければありがたいですけれども、相当の

ものだと思います。 

 こうしたわけで、野宿者がゼロにならないため、公園でもテントが依然としてゼロに

ならないという状態があります。ある程度の期間野宿していると、公園で住む人が増え

てくるのはある意味避けがたいです。つまり、毎晩毎晩段ボールハウスをつくって寝る

のは精神的に不安定ですし、労力も大変です。それに対して、テントは自分の居場所に

なります。ある程度荷物も置けるし、気持ちの上で安定するということもあって、テン

トを作る状態が続いているのだと思います。 

 西成公園の歴史についていうと、数十年前にはテントはゼロだったんですが、増えた

のはやはり90年代以降です。特に91年のバブル崩壊から多くの日雇い労働者が野宿に

なり、その中で西成公園に行く人が増えてきたということです。テントが多かった時期

には、公園の工事が何度も持ち上がり、その度に野宿者ネットワークが間に入って何度

も大阪市と野宿当事者の間で話し合いをしました。「工事するから出ていけ」という話

があり、話し合いの末、「工事地域は移動してテントを維持する」という人は多かった

です。そうした移動が何度もあって、現状では、行かれた方はわかると思いますけれど

も、昨日も我々が行った夏の集いという夏祭りがあったんですが、子どもたちは野球を

している、大人も野球をしている、その横で野宿当事者と我々がお祭りをやっていると

いう状態です。ある程度住み分けの状態が長く続いている状態です。行政と話し合いな

がら折り合いをつけるということが続いているのです。 

 そこで、どのような人たちが野宿しているかということについては、印象深い人では、

82歳まで野宿続けた人がいました。藤井さんという人で、あの人も90年代に仕事がな

くなった日雇い労働者で、60才台後半から西成公園で野宿を始めて、段ボール集めでず

っと生活していました。当時、段ボールは１キロ10円くらいでしたかね。１日で500円
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とか600円集めて自力で食って行くという生活をしてました。この方は、結局82歳で野

宿をやめて生活保護でアパートに入ったんです。アパートに入ったきっかけは、100キ

ロの段ボール積んだ自転車をこいで坂を上ることができなくなったことです。それで限

界を悟って、アパートに行くことになったと言っていました。そういう意味で、「おれ

は死ぬまでここで野宿するんだ」という人はまずいないので、みんな何らかのきっかけ

は考えているんだと思います。 

 それから、これは我々が関わった事例なんですけれども、実家が沖縄の人がいて、土

地の問題で弟さんとトラブっていた人がいて、僕が相談を受けて、電話で弟さんと話を

したり、あるいは弁護士を紹介して弁護士と一緒に相談したりしたこともあります。そ

の弟さんと文書のやりとりをして、弁護士さんとしては、あなたは体も悪いしちょっと

言語障がいも出てきていたので、とりあえずアパートに入りなさいと、生活保護受給で

きるからそうした方が絶対良いですよということを言われていた。ですが、僕らとして

はそれにはあまり賛成できませんでした。 

 というのもまず、朝からその人が生きているかどうかもわからない状態が結構あった

ので、公園にいると周り近所の人たちがいつも心配して見に行くんですよ。「○○さん

どう、調子どう」とかいって。動けない時にはご飯を買いに行ったり、そういう公園で

の関わりがあったので、しばらくの間はここにいた方がこの人のためじゃないかという

ことはありました。アパートに入ってしまうと、そういう関わりはまず望めないからで

す。 

 公園というのはある意味本当の村で、いわば「塩の貸し借り」に始まって、かなり濃

密な助け合いのコミュニティーができています。何かあったらみんなで助け合うという

ことがあるので、本当に体が弱っちゃった人がアパートに入ってひとり暮らしするのが

良いかと言うと、それはケース・バイ・ケースで、かなり微妙だと思ったこともありま

す。 

 これはもう五、六年前なんだけれども、片手を失った障がいのある人が他県から家出

して西成公園に来たことがあるんです。野宿になって、最終的に西成公園にさまよいこ

んだんだけれども、そうしたらテントから野宿の人がわらわら出てきて、あんたどうし

たんだと、いや実は寝るところがもうないんだといったら、そうか、このテントはちょ

っとスペースがあるからここで寝たらいいよとか、３日間物を食っていないのか、じゃ

これを食べて元気つけなという感じで励まして、翌日、僕のところへ相談に来て、生活
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保護の手続とかいろいろ考えたということがありました。そういう意味で、今時あまり

ないコミュニティーが成立しているというところがあります。 

 西成公園の中ではよろず相談所という自治組織があって、そこで聞いたところによる

と、この数年でいうと、西成公園で野宿している人がアパートに入ったのは約11人ぐら

いだそうです。そのうち５件がよろず相談所の相談。つまり、仲間うちで、もうそろそ

ろアパートに入りたいという人がいると、一緒に役所に行って相談をしています。先日

も１人が入ったようです。それから、これは、ちょっと具体的な数字をまた間違ったら

教えていただきたいんですが、行政に相談してアパート入った人が３人ぐらい、それか

ら、キリスト教の炊き出しが週に何回か行われているので、そこで相談してアパートに

行った人が３人というところです。そうやって野宿からアパートに入っていく人もいる

ということです。 

 この数年は、あまり数は変わらない状態だと思います。つまり、仕事がなくなって野

宿になって新たに公園に来る人もある程度いるからです。 

 今日は当事者じゃなくて支援者の我々が来ているんですが、支援者のスタンスは何か

というと、これは公園の人も路上で野宿してる人も同じことで、一人一人と情報交換し

たり話をして人間関係、信頼関係をつくって、例えば、俺病院行きたいんだという人が

いたら一緒に病院に行く。そして、例えば入院の手続を手伝う。それから、例えば行政

の人と話をして交渉したいんだという人がいれば行政のところに行って一緒に話をする。

その中で例えば俺は実家に帰りたいんだという人がいれば実家に帰る相談にのったり、

生活保護を受けたいんだという人がいれば生活保護の相談をするということです。必ず

しも「脱野宿」を目的にしているわけではなくて、その人その人の生き方を尊重すると

いうことを基本にしています。 

 もちろん、その公園を使っている地域の人たちがいて、できればゼロになって欲しい

という意見は当然わかるんですけれども、我々としては、できればその間に立って意見

の調整をしていければいいなというふうに思っています。先ほど言いましたように、こ

こ数年で急激に減って解決に向かっているわけで、そんなに焦る必要もないんじゃない

かなという気がします。 

 それから、先ほど言ったように、野宿している人がアパートに入ると、労働の場の人

間関係や血縁関係がなくなり、地域の関係がなくなり、極端に孤立する人がすごく多い

んですね。僕たちは野宿からアパートに入っても居宅訪問したり、生活保護当事者の寄
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り合いをやっているんですが、その中でも約２割が野宿に戻っています。つまり、アパ

ートにいると誰も話し相手がいないと、つらいから野宿の方がいいというパターンとか、

やっぱり働きたいんだとか、でも探しても仕事ないからアルミ缶集めるんだとか、そん

な感じで野宿に戻るわけです。そうなると、野宿しているのと生活保護でアパートに入

ったのとどっちが良いんだと考えてしまうことがあります。 

 野宿状態というのは極限の貧困状態で、決して良いものとは思えないんだけれども、

しかし、それと同時に関係の貧困、社会関係の貧困というべきのが社会に広がっている

わけで、その両者を解決することが問題じゃないかと思います。つまり、解決すべきは

「野宿」ではなくて「貧困」だということです。そして、それは「経済的な貧困」と

「社会関係の貧困」です。その二つの貧困を解決すれば、野宿の問題も自然に解決する

と思っています。以上です。 

○鈴木座長 はい、ありがとうございました。 

 それでは、荘保さんの方からあいりんの中のお話を中心によろしいでしょうか、お願

いいたします。 

○荘保さん 私はそんな専門家ではないですけれども、私たちがやっているのは、ここ

にあります、前も言いました子どもたちが野宿者を訪問するという夜回りをやっていま

す。なぜするかというと、さっき、西成区の最初の警察の部分にあったように偏見です。

何でおじさんが野宿しているのか、皆さんご存じですか？それに答えられますか？とい

うことですね。ほとんどの人が、やっぱり野宿している人というのは怠けている、そし

て仕事をしたくない、何かそういうふうな形で思っていると思うんです。それに対して

小学生や高校生たちが野宿者を襲う時には、怠け者、それから世の中の役立たず、そし

てクズ、だから排除するという形でやっています。その見本が行政代執行だと私は思っ

ているんですけれども、そういう形でいる時に、私たちは、そうじゃなくて、このおじ

さんが本当に仕事がなかったり怠けて外にいるのかということを、出会うことによって

知ってもらいたい。つまり偏見をなくすということで夜回りをやっています。 

 なぜ野宿するのという問題ですけれども、その答えは私たちの周りには一つしかあり

ませんでした。「仕事がない」からなんです。年を取って野宿している人、病弱で野宿

している人、生田さんが言われたように生活保護に頼りたくない人、家族のことで頼れ

ない人、あるいは障がいを抱えている人を含め、「仕事がない」からなんです。最初は

仕事がなくて野宿するんです。仕事をしたいのに仕事がない。働く意欲がないからでは
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ないんです。そのことを私たちは、野宿せざるを得ない人を訪問する夜回りをして、お

じさん自身からお話を聞いて実感して帰ってきます。夜回りをしていて、子どもたちが

おっちゃんに「体大丈夫ですか？何かできることありますか？」と聞くと、おっちゃん

たちは「仕事ありますか？」と言わはるんですね。何にも私たちにできないんです、毎

年毎年。本当にそういうことが現実です。 

 なぜ仕事がないのかというのは、私たちなりに言うと、やっぱりあいりん職安が大き

な問題だと思います。あいりん職安はあぶれ手当を渡しているだけで、全く仕事は紹介

していません。しているのは労働福祉センターです。その労働福祉センターの仕事とい

うのは結局、人夫出しの紹介で、ピンはねされたような状態の金額の仕事が紹介される

ということですね。だから、例えば土工でいうと9,000円から１万円の仕事がで、本来

ならば１万3,000円から１万4,000円のお金が出ているんですけれども、そういうふう

な仕事が紹介されているということですね。 

 あいりん職安で何でそんなにできないのかということを考えてみたら、職安というの

は、そもそも仕事を紹介するというのが仕事ですよね。でも、あいりんのあそこは公共

職業安定所なんですけれども、そこが建設されたのがちょうど1970年ですよね、暴動

の後に建設されたんですが、最初の時から職安は一切、仕事を紹介するという仕事はし

てないんです。最初からしていないということなんです。あぶれ手当しか渡してないん

です。最初からしていないんですね。野宿の問題というのは、つまり職安がちゃんと仕

事をしていないと、本来の業務をしていないという問題があり、それも一つの原因だと

いうふうに思ってます。 

 例えば、山谷だったら玉姫職安なんですね。玉姫職安はちゃんと職業を紹介していま

す。横浜には寿、寿職安ですね。それから名古屋は笹島。笹島では中職安というところ

がちゃんと仕事を紹介しています。それは、あぶれ手当を渡すだけじゃなくて、ちゃん

と仕事を紹介しているんですけれども、こと大阪に関しては、この職安は一切そういう

本来の業務をしていないんです。このツケが野宿者問題になっているし、公園の問題に

なっているというふうに思っています。 

 だから、私は今回、こういう学校の通学路なんかどうやってというふうに言われた時

に、もうできることは、今、生田さんが言われたように、一人一人と話をして、一人一

人のニーズを聞いて、本当に一人一人のことを考えることと、もう一つは、平和的解決

というのは本当に労働者が働けるようにすることです。これは、本当に手をつけたくな
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いところかもわからないですけれども、この職安を多分解体して縮小されるという時に

考えた時、はっきりと職安には仕事を出してもらう、仕事をしてもらうということを、

職安というのは国の業務ですよね。だから、国に対してちゃんと仕事をしてくれという

ふうにして言うのが西成特区じゃないかなというふうに思っています。 

 やっぱり、そういう根本的な問題を変えずに周りだけ変えても絶対に解決にならない

です。例えばシェルターにしたって特掃にしたってやっぱりそれはつけ焼き刃的なもの

であって、シェルターの人たちもやっぱりいつまでも野宿と同じですよね。何も問題は

解決していない。だから、例えば人間が衣服をいろいろ変えても中身がいっこも変われ

へんというのと同じことで、幾らシェルターをしてみたり特掃をしてみたりしても、や

っぱり本来のことを変えない限り難しいだろうと。 

 でも、やっていけば変わると思うんです。それはやっぱり民意ということだと思うん

ですね。例えば、私は子どもの関係ですから、児童虐待をとってみても、ＤＶもそうで

すけれども、30年前というのはＤＶは家族内のことでした。耳がちぎれてお母ちゃんが

警察にこんなんなったと言っても、これは夫婦間の問題だから相手にしませんというふ

うに言われた、それはたった30年前です。そして子どものこともそうですね。子どもが

しつけのためにと、ばぁーんとして泣かされても、それは親子の問題という形で警察は

相手になりませんでした。でも今、児童虐待というのはちゃんと要保護児童対策地域協

議会の中で、しかも児童虐待防止法という法の下で、こういう場合にはこうなりますよ

と今は警察がちゃんと来て警察が全部やりますね。そういうふうに、やっぱり人の民意

というのはいろんなことによって変わっていくと思うんですね。それは、児童の権利で

あるとかということを私たち国民が知って、認めて、しかもそれを法整備したから変わ

っていったのです。 

 そういう意味で言うと、労働者の権利であるとか野宿者の権利というのは私たちは持

っていないと思うんです。やっぱりちゃんと法整備していく中で、野宿者の権利を認め

ていくことによって変わっていくと思うので、これも本当に手をつけていけば変わると

思います。私たちはそのことで子ども夜回りというのをずっとやってきて、もう既に夜

回りも30年間近くになって、それでも難しいというのはこの間お話ししたと思うんです。 

 だから、私の提案なんですけれども、橋下さんに来てもらって、あいりん職安に。た

くさんマスコミも呼んで来て、国に対して、あいりん職安では、職安としてちゃんと職

安本来の仕事をしてくれやと、そうでないと、野宿者が増えているし、ちゃんとしてく
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れというふうにして言ってもらったらいいん違うかと、逆に。これは国の仕事ですから

ね。だから、そういうふうにして考えたら簡単な話なんで、でも、簡単なことなんだけ

れども本来の業務をしていないというのが現実でこうなったと思うんですね。 

 だから、今ちょっとさっきの公園の中で花園公園が20人程度ということなんですけれ

ども、これ多分、今おにぎり配っているのは８しかないんですね。だから、テントはあ

るにしても、小屋はあるかもしれないんですけれども、最高にいて８人です。でも、私

たちが実際に知っているのは２人しかいないです。とか、それから萩之茶屋の中公園も

随分きれいに、真ん中の円のところが全部撤去されています。だから、こんな20人もな

いですね。10人ぐらいですね。 

 あと、本当に丁寧に１人ずつに話をして、そして、まず私は、やっぱり行政代執行と

いうのは謝って欲しいと思います。排除のやり方は間違っています。阪神大震災の時に

家がつぶれて、結局、公園で仮設住宅が建てられて公園で寝ていましたよね。同じ状態

だと私は思っています。その人の人生にとって同じことだと思っているので、その中に

いる人、もちろんいろんな問題があります。依存症の問題であったりとか精神的な問題

であったりとかあるんですけれども、でも、住家を失って、私的な土地にはそんな住め

ないです。住めるのは公共的な場所、公園しか住めることはできないですから。私たち

だけじゃなくて、そしてやっぱり市の職員が行って本当に丁寧に１人ずつ話をすること

から始まると思います。行かないとだめだと思います。 

 そして、何を手土産にするかというのは、やっぱり仕事を手土産にして行くことです。

仕事をつくっていくことと、仕事ができない人にはこういうところがありますよという

ふうにして、「探してきなさい」じゃなくて手土産に持っていって欲しいと思うんです、

丁寧に１人ずつ。行けば本当に、花園公園で言えば、たった８人ですから、８人一人一

人に丁寧に会ってちゃんと話を聞いて、生田さんが西成公園の坂本さんの話を書いてく

れていますけれども、一人一人に人生がありますから、それを丁寧に聞いて、そしてそ

の中で彼らが一番望むことを聞いて、そして彼らの意に沿って解決していく平和的解決

しかないです。それはもう丁寧に足を運んでもらいたいです。運ぶために私たちは一緒

に行きますし、子どもたちも別に一緒に行っても構わないと思うんですけれども、行政

代執行の排除のやり方だけは絶対だめです。 

 あと、地域での動きについては、「萩之茶屋まちづくり拡大会議」の話を聞いて下さ

い。 
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○鈴木座長 はい、ありがとうございます。 

 どうしましょうか、ちょっと補足を。 

○ありむら委員 今のここのところでは、生田さんに西成区全体の公園のことを語って

もらった後、あいりんの中の公園はどうなっているか、そこをどうするかということを

私も聞きたかったわけですが、私が尐し補足します。「（仮称）萩之茶屋まちづくり拡

大会議」ができて、そこで議論したことによって、地域内の公園をどうしようかという

ことをいろいろ語り合えまして、今までとは違う質の動きがあったんですよ。その辺を

ちょっとだけ報告したいんですが。皆さんの資料では９ページからですね。 

○鈴木座長 これ、皆さんに配っていないんで、今映していますので。 

○ありむら委員 ああそうですか。そこに書いてあるんですけれども、話を戻しますと、

私は公園の問題、とにかくこれは最も敏感な微妙な問題でして、大阪市のやり方という

のはこれまで本当に不幸な歴史だったんですよね。大阪市の歴史は排除と怨念の連鎖と

言いますか。とにかくこれを、これからは断ち切るという大きな方向性をつくらないと

だめだと思います。 

 話をわかりやすくするために、どんな使い方が良いんだろうかという例えを挙げます

と、ついこの前、三角公園で「たそがれコンサート」がありました。もう今年で22回目

なんですけれども、淀川工科高校のブラスバンド部が来まして、非常に質の高い、全国

でも金賞を続けて取っているところですが、それをみんな楽しみにしているんですよ。

それは地域住民も、それから労働者の皆さんも、野宿をしている人も楽しみにしていま

す。主催は西成労働福祉センターがやっているんですけれども、開催するためにみんな

が協力し合うんですよ。 

 実は、あそこを準備する側からしたら一番厄介な問題は、ステージのところに野宿し

ている人たちの協力をどう引き出すかというようなことなんです。彼ら自身も実は淀工

を応援していまして。特に甲子園での開会式の入場行進の演奏なんかもやっていること

も知っているものですから。毎年聞いていますので、そのすばらしさというのはわかり

ますし、何よりも、わざわざあそこまでやって来てくれるということにみんな感謝をし

ているわけですよ。 

 実は、24年前の１回目にあいりん地域の三角公園でやるということになった時に、淀

川工科高校の職員室では大きな議論があったそうなんです。父兄からも、あんな危ない

所に行って怪我をしたらどうするねん、だれが責任とんねんというようなことであった



 

－36－ 

らしいんですけれども、丸谷先生の英断があって、やってみたら大変な盛り上がりでし

た。そういうこともあって、みんなが協力するんですよ。今年はさらに協力の幅は広が

ったんです。 

 だから、公園というのはそもそもさまざまな立場の住民、それから子どもたちも使う

場所ですよね。だから、結局は話し合いの上で折り合いをつける、ウインウインの関係

にみんながなるように。それしかないわけです。だからそれを、とにかくやっていくと。

もちろん公園というのは、震災の直後などの緊急事態の場合は一時的避難場所となるこ

とは当然公園の機能の本質的な一つなんですけれども、いずれにしても、これからはそ

ういう夢のある公園の使い方に向かって関係者が折り合うということをやらなければい

けないんじゃないかなと思っています。 

 昔の写真を最近いろいろ取り出すようになったんですよ。上畑コレクションなんてい

うのも大阪市立大学ルートから世に出まして、その写真集を見て私びっくりしたのは、

三角公園も警察裏の四角公園も、全然テントがない時代だけれど、子どもたちの遊具が

あって子どもと労働者たちが一緒に遊んでいるんですよね。そこにもう一度戻らなきゃ

いけないと思います。そのためのプロセスはどうするのがいいのかということでいうと、

先ほど言いましたけれども、今までと違って、行政がやれば何をやっても排除の対象に

なります。聞き取りをやっても排除を前提にしたものになってしまいます。それで、

「（仮称）萩之茶屋まちづくり拡大会議」では、普段から人間関係、信頼関係ができて

いる支援団体の人たちの協力を得て、一人一人に丁寧に聞き取っていって、将来どうし

たいのかということを聞いていって、それをまずはっきりさせました。そうしてみたら、

例えば今のアルミ缶集めとかの仕事をとられるのは嫌だと。自分はこれだけちゃんと仕

事できているのに、とか。そういう人に対しては、生活保護を丸ごと適用するんじゃな

くて、住宅扶助の単給、家賃だけを支給してとか、そういうことでの生活保護の柔軟な

適用が必要だということとか。他にもあるんですけれども、時間が長くなりますので他

の人から言ってもらうことにします。 

 そういうふうに、これからは行政の方もとにかく地元が取り組んでいくのを見守る。

その環境づくりを支援していくという方向に転換していただいて、最初に言いました不

幸な歴史、排除と怨念の繰り返しはもう断ち切って欲しいと、まちづくりネットワーク

の事務局長として私は心から願っております。 

○鈴木座長 はい、ありがとうございます。 
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 先ほどちょっとありむらさんの方からご報告いただいた「（仮称）萩之茶屋拡大会

議」の資料、野宿者の調査というのをここへ今お示ししているんですけれども、公園生

活者意向調査というのがあります。ちょっと長いので触れておりませんけれども、どう

いう人がいてどういうご希望を持っているかということについて書いてあるんですけれ

ども、これは、ホームページで実は公開しております。私、ちょっと勘違いして皆さん

の方にお配りしなかったんですけれども、拡大会議のホームページにこの報告書自体が

あるそうですので、もしご関心がありましたらご覧いただければというふうに思います。 

 それでは、議論をしてまいりたいと思います。かなり、やるべきことは大分わかって

きたと思いますが、何か補足的に、あるいはご意見なりありましたらお願いいたします。 

 怨念とおっしゃいましたけれども、本当にそうですね。行政代執行という、最近でも

まだまだありますけれども、本当にそういう排除の歴史がありますので、今回も荘保さ

んにはスピーカーをお願いしたんですけれども、実はその前にお二人、別の方にお願い

して、これはきっぱり断られてしまいまして、やはりその背景には行政に対する不信感

というのがかなりあったんじゃないかというふうに思っておりますので、行政がどうか

かわるかということについて、もちろん、住民とか支援者の方々と協力しないことには

まず話は進まないと思いますけれども、やはり行政の方も尐し襟を正すべき点があろう

かというふうに思います。 

 ほかにいかがでございましょうか。 

 はい、お願いします。 

○西口さん その行政代執行、もともとは地元町会の人が困っていてということから始

まったというのがあるかと思うんです。それが要するにまちの今までの過去やと。要す

るに、同じ場所にいてながらにらみ合いしても意見が合わない、何でなのか、そこを深

く歴史的にも考えなかったし、みんなが考えなかった。でも、ふたを開けてみて、これ、

みんな困るようになってきた。その辺が何でやろうというのを思ってきた。それで拡大

会議というのが生まれてきたと思うんです。 

 そこで、やっぱり意見は違うところがあっても、同じ方向を見られるところは見てい

こう、そういう話し合いを続けていたか。野宿している人や労働者を支援している人は

こういうふうなことを考えていたんやというのは町会の人もわかるし、町会の人はこう

いうふうなことを考えていたんやという、ちょっとずつは情報交換という形で進んでい

く。その結果、やっぱり公園は公園として使いたい町会の人たち、やっぱり公園でも生
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きる権利があるよという人たちとの話し合いで、でも公園で生活することが一番ええこ

と違うやろか、そうじゃないような生き方はどうしたらできるかと、それはもう当事者

の人に聞いてもらいましょう。それがまとまったら次は役所の方と交渉していきましょ

うという流れでやってきたんですが、その時にやっぱり町会関係の人もそれは理解して

くれているという状況になってきました。 

 だから、この辺を手荒にやってしまうとまた不幸な過去に戻りそう。だから、橋下さ

んの特区構想で怖いのはそこなんですよ。手荒にされると困る。どかんとやってもうた

らええんやみたいな発想じゃなくて、もうちょっと地道にやって欲しい。 

 それと、地域の動きをもっと丁寧に見ていただいて、町会の人もやっぱりもうちょっ

と地域のこと、動きとかを知って欲しいなというのはあるんですが、その流れを見てい

ただいて、ほんまにそれをサポートしていくような行政体制みたいなのができてくれば、

もうちょっと、今までとは全然違う、歴史とは違うような動きになっていくんかなと、

そういうふうに考えております。 

○鈴木座長 ありがとうございます。 

 ほかにいかがでしょうか。はい。 

○荘保さん 例えば、案なんですけれども、あいりん職安に仕事を出せというふうに、

大阪市の公共事業があるでしょう。それを職安から、大阪市のいわゆる道路工事である

とか建設工事であるとか、そういうものをやっている業者にちゃんとあいりん職安に登

録してもらって、あいりん職安がちゃんと労働者にその仕事をあっせんするというふう

な仕組みをやっぱりこの際つくってしまったらいいと思うんです。やったらいいと思い

ます。 

○鈴木座長 ほかにいかがでしょうか。 

○角田さん すみません、先ほどから生田さんと荘保さんの、いろいろ公園で野宿をし

ている方々にも人権があるというお話。我々町会としての意見としましては、別にそれ

自体は無視するというわけではないんですけれども、まず中公園、西成警察の裏の公園

ですよね、あの横にわかくさ保育園がありまして、以前は私の子どもも保育園に通わせ

ていたんですけれども、年齢も30、40歳になっておるわけですけれども、その時には、

あの公園、先ほどありむらさんがおっしゃったように、ブランコがありすべり台等があ

り、わかくさ保育園のあおぞらさんというのがありまして、公園でござをひいて、保育

士さんがあそこで遊ばせていたということもありましたし、もちろん、それは労働者及
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び町会及び子どもたちも和気あいあいと、そこで楽しく遊んでいたということなんです

よね。 

 公園は公園として使用するということで、私もそこの愛護会の会長をしておるんです

けれども、清掃等することで面積によって年間６万5,000円補助金が出るんですよね。

だけれども、あの場所、清掃できる状況で無いのです。公園の中には１週間に２回や３

回は散歩じゃないけれど入るんですよ。今おっしゃったように、以前はもっとたくさん

の方が小屋で生活なさっておった。また犬なんかもかわいがって遊んでいると。一人一

人私は話したことそんなにないんですけれども、話しする中で、悪いおっちゃんとか、

イメージ的にはまちの人たちは嫌らしいなというような雰囲気はあるんですけれども、

やっぱりそうじゃないと思う。 

 だから、地道に話をしていったら理解していただいて手放していただけるかなという、

私らいろいろ町会としては、公園は公園らしく使いたいねというのがまず最小限の願い

なんですよね。だから、小学校が統合してそこへ来る、花園公園にしたって今８人ぐら

いの人が住んでいる。今、人数の実情とちょっと違うようなことを荘保さんの方からお

聞きして、話をして理解していただくならば生活保護で、畳の上へ上がっていただける

という、その人たちのいろいろ背景というか、いろんな戸籍の問題であるとか田舎の里

の問題であるとかいう問題が、いろいろあの人たちにはあると。空き缶を拾いながら自

分の生活設計をなさっておると、ここへ住んでおられるということだから、我々ちょっ

と、先ほどの生田さん、荘保さんのご意見に圧倒されて、私らこういうこと言うたら何

やという思いを考えられるかもわかりませんけれども、本来ならやっぱり公園は公園と

して使いたいでというのが最小限の我々の思いです。 

 ただ、その人たちの人権を無視するとか、その人らを排除するとかいう、それで、以

前、大阪市の方から公園におられる方のテントを撤去するという報道がなされましたよ

ね。せっかく積み上げてこられて徐々に良い方向になったのがまた反対運動が盛り上が

ったというようなことで、だから話し合い解決で何とかしたい。ところが、公園そのも

のはここ１年２年ああいう状態になったわけでなく、もう本当に長い歴史の中の我々の

願いでもあったわけですので、できることならば公園を公園らしく使わせていただくの

が良いかなということで、その努力は我々ももちろん、そういう方たちもご理解いただ

いて、何とか公園らしいものに持っていけたらなという、着地点はなかなか難しい。 

 それから、公園の中で北公園、スポーツ広場というようなことであったんですが、あ
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れも統合協議会で、あそこはぺんぺん草が生えてて人が住んでいなかったということで、

割と整理しやすかったということなんですよね。だから、ゆとりとみどり振興局もなか

なか公園で住まわれている方々に、話し合いに入っていっても追い出され、話し合いの

相手になってもらえないというようなことで、行政が行くとそういうふうな感じで、彼

らもというか、あの方たちも構えてしまい、やっぱりこういう地道に地域の方々がそう

いうようなことで聞き取り調査して、理解してもらい公園らしく戻ったらいいなという

のが願いでございます。よろしくお願いしたいと思います。 

○鈴木座長 はい、ありがとうございます。 

 両者は決して矛盾する話じゃないので、同時に解決できるんじゃないかというのが

我々の願いであり、そうできるんじゃないかということで西成特区というのがあるわけ

でございますけれども、もう一つ事を複雑にしているのが小・中学校の統合の日程です

よね。日程というか、一応今の計画だと27年にスタートということになって、それが決

定ではないというのが私の認識なんですけれども、でもかなり決定に近い、そういうス

ケジュールで行きたいということですから、そうしますと、統合問題協議会が提案した

11項目の要望の中には、やっぱり通学路の確保とか花園公園の問題とか確保しない限り、

統合はまかりならんというご要望を出しているわけですよね。ですから、なるべくこれ

はスピーディーに、なるべくというか、もしおしりが決まっているんであれば、スピー

ディーに物事を解決していかなきゃいけないということですから、いろいろ難しいパズ

ルをとかなきゃいけないと思うんです。 

 行政のかかわり方という意味では、もちろん信頼関係がないとなかなかお話もきちん

と聞けないと思います。私もこの辺、野宿者問題のプロフェッショナルが揃っているん

ですけれども、やっぱり幾ら聞き取り調査をやっても本当のことを答えていただくため

には相当の信頼関係がないと答えていただけないので、そういう意味で日々、こどもの

里とか夜回りとかやっているような方々が一緒に入る必要があると思うんですが、でも、

そこが即問題解決の出口にはならないわけで、そういう意味では、どういう人が巡回相

談とか、あるいはもう福祉の決定権を持っているような人たちが回るとか、でも生活保

護にはなりたくないわけですから別の手だてをいろいろ紹介できる人が回るとか、何か

行政のかかわり方ということが一つ課題だと思うんですね。 

 管轄はこれ、ゆとりとみどり振興局ですけれども、ゆとりとみどり振興局だけでは解

決できないので、福祉の方がかかわらないことには解決しないわけで、そういう意味で、
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どういう形で行政が入っていったら良いとかということについて織田さん辺りでちょっ

とご意見ありませんか。 

○織田委員 大阪城のテントを撤去する時に仮設に一旦入っていただき、その後の出口

として、救護施設を使っていろいろと支援を行った経験からお話しすると、アルコール

依存症とか精神の方々が入ってきた時に必ず病院へちゃんとつないでいく。その後、地

域に帰っても居場所というところで、施設に来ていただくとか薬をちゃんと飲んでいる

かとか、そういう確認をできるような仕組みを作りました。 

 あと、生活保護を申請し受給する際、テントから仮設に行く時もそうと思うのですが、

前の場所に戻れない、テントを撤去される、これは、本人にとっては大変なリスクです

よね。もし居宅保護になっても、さっきから言われているように地域の中で孤立してい

って帰る場所がない。この帰る場所がないというところで居宅生活に上がっていけない

という方々もたくさんおられます。その辺をいかに丁寧に聞いて、先の方まできっちり

と、どういうふうな社会資源に繋げていくか、いろんな聞き取りをやっているところの

方々とその調整をしながら、たんに生活保護になっただけでＯＫですよではなくて、そ

の先まで支援を考えていくかというような、やっぱりその辺のスタンスをきちっと伝え

ていかないと、テントは撤去したわ、生活保護に上がったわ、地域になじめなかった、

また野宿で前のとこへ戻られへん、ほな違うとこへ行って、もっとひどい状況になると

いう。このところだけどうにか避けてあげて欲しいというか、そこをやっぱり基本とし

て、行政の方もそれぐらい覚悟して出ていくというか、テントから出ていくということ

はそれぐらい大変なことですよということを行政の方が受けとめていただけないと、手

続上簡単になってしまう。 

 だから、そこのところを、あとは社会資源につなげるというのはいろんな仕組みがあ

ると思うのですけれども、最初のテントを出るというところ、そこのリスクをきっちり

と考えていってあげて欲しいというのが一番ですね。 

○鈴木座長 ありがとうございます。 

 ほかにいかがでしょうか。 

○水内副座長 私、厚生労働省の全国路上生活している人2,000人に、５年おきに聞き

取りの調査というのをずっとかかわっておるんですけれども、今年の１月に全国調査し

まして、1,400人ぐらいの全国で路上生活を送っている方の聞き取り調査というのをい

たしました。 
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 ピーク時に２万5,000人、路上生活者が2002年におられて、今年が9,500人というこ

とで、大幅に減っているわけです。その一つ一つの減っている理由の中に、ある種、ご

本人と声かけする方の息の長い関係もありつつ、また、極端に言えば力ずくで移動せざ

るを得なかったということがあるかというふうに思います。しかし、一人一人の決断の

もとで、それが通訳の方が入っていればもうちょっとスムーズに平和的にいくと思うん

ですけれども、やはり１日でやる時に本人のご意向とはある種沿わない形でのテント生

活からの撤退というのはあったんじゃないかなというふうに思っております。 

 驚くべき結果なんですけれども、３万円以上廃品回収しながら暮らしている方が75歳

まで減らないんですね。75歳以降一挙に減っていくということで、75歳まで生活保護

を受けずに頑張っておられるという姿が今の路上生活者の一つの大きな実態かなという

ふうに思っております。 

 それから、生活保護を受けたが、また路上に戻ってこられた方が25.2％と、４分の

１ございました。しかし中身を見ますと、一旦体を壊されて病院に入って生活保護を受

けたという方がそのうち３分の１以上占めておられまして、また、救護施設等々の施設

に入られた方も18％おられて、結局、生活保護を受けたというきっかけで、アパートへ

行かれた方は４分の１しかいないんですね。やっぱりあとは宿泊所と病院という形で、

出た後に行き場がないという形でまた流れているというケースも多いので、そういう意

味では、もう一つの論点である生活保護をとったことによって果たしてそれで解決した

んかというと、やっぱり健康という問題と深く密接にかかわっているんじゃないかなと

いうふうに思っています。体を壊さない限り路上から上がれないという、それが生活保

護だという、そういう実態はまだまだおられるということかと思います。 

 その意味で、物すごく数は減った中で、一つの努力としてこういう結果になっている

と思うんですが、西成区に一つ集中しているという実態、これはあいりん地域に巡回相

談員が入っていないということも一つはあるかとは思うんですけれども、最後のという

か、かなりステージ的には数も減った中、ここはやはり迅速にではありつつも関係はき

っちり持ちつつ解決の方向へ、これだけの機会が今得られておりますから、決してどこ

かだけが走るという形で進まない形で進んでいっていただきたいなと思っております。 

○鈴木座長 あいりんは巡回相談、入っていないんでしたっけ。自彊館がちょっと入っ

てはいらっしゃるんですかね。 

○織田委員 その細かいところはすみません、わからないです。申し訳ないです。 
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○鈴木座長 いろいろ課題が見えてまいりましたので、とにかく一つ、西成特区という

のは大きなきっかけになりますので、だから、デフォルトでいうと何もさわらないでと

いう、お亡くなりになるのを待つとか、何かそういうような雰囲気でありましたけれど

も、やっぱり西成特区というのができましたので、短期集中的に資源も人材も投入して

解決すると。 

 そして、小・中学校の統合問題というおしりも決まっておりますので、そういう形で、

とにかく公園の管轄だけじゃなくて福祉の管轄も、そして西成区も入って、そしてこれ、

どうしても行政だけでやるわけには行きませんので、信頼関係のある地元の方々、支援

者の方々と協働して事を進めていくというようなことで、そして先ほど、仕事づくりと

いうのも大事、生活保護だけではうまくいかないと。そして、ひょっとしたらうまくい

かすような手だてとして、住宅扶助の単給というか、住宅手当みたいなものだけ入れる

とかいろいろ方策はあると思うんで、一つ一つのケースに対してどういう支援をするか

ということを丁寧に見ていく、そして、その後の絵もきちんと描かなきゃいけないとい

うことですね。どこかに上げてそれで終わりというんじゃなくて、ちゃんと生活できる

ような絵を描いてあげる、そして生活保護の方も、戻らないという課題もあると。 

 いろんなことが見えてまいりましたので、それをとにかく短期集中的に、どこかが先

走ってバイアス、何か偏っていくということじゃなくて、人権も大事だし公園も大事と

いうようなことで進めていく以外ないんじゃないかなというのが今日の結論だと思いま

すので、そういう方向で尐し行政的にも調整をしてまいりたいというふうに思います。 

 今日は、大変長い時間で、しかもちょっと時間を過ぎてしまいましたけれども、非常

に重要な論点を議論できたのではないかというふうに思っております。 

 長時間おつき合いいただきましたスピーカーの皆様、一般傍聴の皆様、行政の皆様、

どうもありがとうございました。 

 それでは、これで第11回の有識者座談会を終わりたいと思います。ありがとうござい

ました。 

○事務局 どうもありがとうございました。本日配付しました資料について、新聞記事

の印刷の配付はできるんですが、ホームページには著作権の関係もありまして掲載でき

ませんので、ご了解をお願いしたいと思います。 

 次回は９月15日土曜日、午後２時から、この４階の会議室で行います。 

 どうも、本日は長時間ありがとうございました。 


